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№１審 議 経 過

１．あいさつ 今仲会長あいさつ

米の作柄概況 兵庫県は、９８であるが、全国的には、不作で

ある。青森県では、７１である。米泥棒がある。

イノシシの被害が多かった。被害調査に出ていただきありがと

うございました。

２．協議事項

（１）平成１５年産水稲損害評価について

事務局から説明する。

被害野帳 １９戸 ２９枚

被害面積 １９０．９ａ

被害減収量 １，４２７ｋｇ

被害率 ０．５５％

支払い共済金 ３１６，７９４円

委員から質問あり。

・ 悉皆調査の訂正

赤松地区のイノシシ被害１件 ６５％を１０％に変更する。

笹部地区のスズメ被害１件 ８０％を７０％に変更する。

・ 単当修正量の変更

出在家地区のスズメ被害４件 合鴨農法のため、肥培管理

不足も見受けられるので、調整することになった。３ポイン

ト厳しくする。

また、笹部地区のスズメ被害１件については、当初よりも被

害が出ているので、共済減収量がでるように調整する。

・ 若宮地区の農家で被害田が柳谷地区になっているため、柳谷には

いっているので修正すること。

・ 一部赤松地区の損害評価経過一覧が抜けているので、次回の会議

には、添付すること。

・ １０月２８日の諮問・答申までに訂正調整を行い、今仲会長と調

整することになった。

（２）平成１６年度損害防止事業の予算要求について

事務局から説明する。

損害防止事業費の減額

共済掛金率が下がることによる共済掛金の減額

１２年度～１４年度（３年間）１．７５２％

１５年度～１７年度（３年間）１．４５８％

比較割合 ８３．２％

引受面積の減少

１４年度 ７７９３．２ａ

１５年度 ７７５３．３ａ

比較割合 ９９．４％

１５年度損害防止事業費 ５７８，０００円

１６年度損害防止事業費 １７．４％の減額として

４７７，４２８円

４７８，０００円



委員から質問なし。

事務局案として、４７８，０００円を予算要求することに決定した。

（３）その他

イノシシ被害の防除対策について

事務局から説明

今年は、イノシシの被害が多かった。収穫皆無の被害田があった。

イノシシ対策としては、猟友会川西支部に依頼し、９月２０日から

１０月３１日まで７地区で１０名に捕獲檻等わなで捕獲を依頼して

いる。

来年度は、もう少し早くして、９月１日から依頼したい。

委員から質問があり。

・ 資格を取り、捕獲檻を購入し、イノシシを捕獲したいと考えて

いる。

・ 猪名川町では電気柵が効果があると聞いているが、川西市はど

うなっているのか。

・ 川西市では、過去平成１１年度から３年間、電気柵の購入資材

の半額補助制度を実施したが、集落として２戸以上、５００ｍ以

上の制限があり、予算消化が５０％であった。したがって、予算

要求しているが、予算がつかない状態である。

集落単位で取り組むことが必要であるが、意見集約が困難であ

る。（事務局答弁）

・ 柳谷地区で特定の農家に被害が集中しているので、今後、集落

としてどうするかが課題である。

★主な発言の要旨等、審議経過がわかるように記載すること。


